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   会   議   録  （要旨） 

会 議 名 行政評価委員会第 12 回行政改革推進分科会 

開 催 日 時 平成 28 年 2 月 4 日（木） 午前１０時から午前１１時２０分まで 

開 催 場 所 役場庁舎２階会議室 

出 席 者 及 び 
欠 席 者 

出席者：中村分科会長、木村副分科会長、池田委員、池谷委員 

欠席者：有馬委員、小山委員 

事務局：村山企画課長、杉本企画係長、企画係渡辺 

議 題 １ 第５次瑞穂町行政改革大綱（案）について 

２ その他 
傍 聴 者 １名 

審 議 経 過 
（主な意見等

を原則として

発 言 順 に 記

載。同一内容

は一つにまと

めた。） 
 

１ 開会 

中村分科会長より、会議に際し、定足数に達していること及び会議の公開

について確認した。 

 

２ 議題 

（１）第５次瑞穂町行政改革大綱（案）について 

○事務局から第５次瑞穂町行政改革大綱（案）（以下、「大綱（案）」という。）

を、資料１と資料２に基づき説明、報告 

○今回の会議でご意見、ご提案等をいただき、修正を加え、２月１０日（水）

からの意見公募（パブリックコメント）を実施する旨を報告 

 

○各委員からの意見及び質問並びに事務局の回答 

（中村分科会長） 

意見公募を実施すると説明があったが、今後の予定・大綱策定までの流れ

を確認したい。 

（事務局） 

 本日の行政改革分科会でご意見・ご提言をいただき、反映及び修正後、意

見公募として大綱（案）を公表する。意見公募を経て、２月２３日（火）に

開催予定である瑞穂町行政改革推進本部会議に報告する。了承を経て、平成

２８年第１回議会定例会の会期中に議員へ報告をする。 

 

（池谷委員） 

 大綱（案）策定にあたり、第４次長期総合計画後期基本計画の内容を踏ま

えているのであれば、意見公募の際、大綱（案）と第４次瑞穂町長期総合計

画後期基本計画も参考で示すべきである。 

（事務局） 

 準備する。 

 

（池谷委員） 

 町では、意見公募の決まりや要綱などはないのか。 

（事務局） 
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 特に決まりはないが、内容によって、各課の判断で行っている。 

 

（木村副分科会長） 

 大綱（案）２ページの（３）町の状況で、人口が微減傾向であると記載が

ある。土地区画整理事業の進展により人口の増加が想定されるとは具体的に

どういった考え方なのか。 

（事務局） 

 第４次瑞穂町長期総合計画の基本構想に基づいて、人口増を目指してい

る。国勢調査などの数値を使用し、人口推計を行うと人口減の結果となる。

町は現在、殿ケ谷地区、箱根ケ崎地区の土地区画整理事業を行っている。約

７割の進捗状況である。残り約３割だが、今後の進捗により人口増が想定さ

れると見込んでいる。また、第４次瑞穂町長期総合計画に掲げた施策を展開

することで、まちづくりが進み、人口増を想定している。 

 

（池田委員） 

 地方創生に向けての取組はどういった方向性なのか。 

（事務局） 

町はふるさとづくり推進事業（郷土文化、観光資源）を行っている。郷土

文化については、町の固有資源（自然・歴史）を今一度深く掘り下げ、観察

会等を行っている。観光資源についても調査会を開催し、成果物を完成させ

る予定である。今後は、その成果物などを使用し、町のマイスターなどと例

えるが人材育成、町の魅力を後世に引き継ぐべき事業を考えている。 

 

 

 

（２）その他 

（池谷委員） 

第５次行政改革大綱の実施細目作成の際は、評価基準を客観的に見直すよ

うお願いする。また、行政評価委員の評価のタイミングについても事務局で

検討してもらいたい。年度終了後に評価をし、一年後に改善される。年度内

に評価をし、年度中に改善できるよう求める。 

（事務局） 

 検討する。 

 

 

○事務局から第５次行政改革大綱策定を含め、今後のスケジュールについて

説明をする。 

 

３ 閉会 

閉会  午前１１時２０分


